
新焼津体育館の建設工事請負契約を締結

新たな体育館の建築へ

《
総
務
文
教
常
任
委
員
会
》

Ｑ 

経
常
損
失
の
最
大
の
要
因
は
何
か
。

Ａ 

診
療
報
酬
改
定
が
、
物
価
高
騰
等
や

人
事
院
勧
告
に
よ
る
給
料
改
定
に
追

い
付
い
て
い
な
い
こ
と
、
患
者
数
の

減
少
で
収
入
が
減
っ
て
い
る
た
め
で

あ
る
。
全
国
の
自
治
体
病
院
の
９
割

が
赤
字
、
同
規
模
の
病
院
で
は
、

94
％
が
赤
字
と
な
っ
て
い
る
。

Ｑ 

土
地
貸
付
料
３
２
７
万
３
８
４
０
円

に
つ
い
て
、
貸
付
料
は
何
を
も
と
に

算
出
し
て
い
る
の
か
。

Ａ 

１
年
ご
と
、
前
年
の
固
定
資
産
評
価

額
を
も
と
に
貸
付
料
を
算
出
し
て
い

る
。

Ｑ 

入
札
参
加
者
が
少
な
い
中
で
、
実
効

性
を
保
つ
た
め
に
工
事
に
係
る
検
査

を
行
う
と
思
う
が
、
ど
の
よ
う
に
検

査
を
計
画
し
て
い
る
か
。

Ａ 

す
べ
て
の
工
事
に
つ
い
て
、
公
共
建

築
課
が
主
体
と
な
り
検
査
を
実
施
予

定
で
あ
る
。

《
市
民
福
祉
常
任
委
員
会
》

Ｑ 

被
保
険
者
数
が
前
年
度
比
１
３
０
０

人
の
減
と
な
っ
た
が
、
そ
の
要
因
は
。

Ａ 

年
齢
到
達
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
へ
の
加
入
が
増
え
て
い
る
こ
と

及
び
社
会
保
険
制
度
の
改
正
に
よ
り

社
会
保
険
の
加
入
者
が
増
え
て
い
る

た
め
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

Ｑ 

資
産
割
の
廃
止
に
伴
い
、
税
率
を
段

階
的
に
改
正
し
て
い
る
が
、
令
和
６

年
度
の
状
況
は
。

Ａ 

資
産
割
の
基
礎
課
税
分
を
15
％
か
ら

10
％
、
介
護
納
付
金
分
を
３
・
75
％

か
ら
2.5
％
に
引
き
下
げ
た
一
方
で
、

所
得
割
の
基
礎
課
税
分
を
５
・
71
％

か
ら
５
・
92
％
、
介
護
納
付
金
分
を

１
・
52
％
か
ら
１
・
55
％
に
引
き
上
げ

る
改
正
を
行
っ
て
い
る
。

Ｑ 

制
度
改
正
に
伴
う
介
護
保
険
シ
ス
テ

ム
改
修
事
業
費
の
執
行
率
が
低
い
要

因
は
。

Ａ 

国
の
方
針
が
予
算
編
成
時
期
ま
で
に

示
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
前
年
度

並
み
の
予
算
を
見
込
ん
だ
も
の
で
あ

る
が
、
見
込
ん
で
い
た
改
修
の
一
部

が
、
そ
の
後
に
示
さ
れ
た
国
の
方
針

に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
先
送
り
に

な
っ
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
。
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焼津市立総合病院
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